
 

 

 

 

豊田市橋りょう長寿命化修繕計画 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年 5 月 

 

豊田市 建設部 道路予防保全課 
 



 

1. 長寿命化修繕計画の目的 

1) 背景 
豊田市は市道橋として約１，２００橋の橋りょうを管理しており、維持管理に

多額の費用を要している。市道橋のうち、建設後５０年が経過した橋りょうは
２６％を占めており、１０年後には６１％、２０年後には８３％となり、老朽化
の進行が深刻化してくる。老朽化の進行に伴い、維持管理費用が増大していく
が、厳しい財政状況のもと、費用の削減と平準化が求められている。 
このような状況の中で、国が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、地方自

治体に対しても「個別施設計画」の策定を求めたことから、行動計画である「豊
田市公共施設等総合管理計画」及び個別施設計画である「豊田市道路施設管理計
画」を策定した。 

2) 目的 
このような背景から、「豊田市道路施設管理計画」における「橋りょう」に対

する具体的な修繕計画となる「豊田市橋りょう長寿命化修繕計画」を策定し、従
来の事後的な修繕・更新から、予防的な修繕・計画的な更新へと転換を図り、橋
りょう維持管理費用の縮減・平準化を図りつつ、安全性・信頼性を確保する。 
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※ 本計画の計画期間は、２０１７年度から２０５６年度に設定します。 

なお、概ね１０年程度を目安に見直しを検討します。 

  

（別途策定） 
横断歩道橋、トンネル等修繕計画 

河 川 施 設 等 管 理 計 画 
（別途策定） 

「行動計画」 

「個別施設計画」 

「長寿命化修繕計画」 

インフラ長寿命化基本計画（国） 

豊田市公共施設等総合管理計画 

豊 田 市 道 路 施 設 管 理 計 画 

豊田市橋りょう長寿命化修繕計画 

「基本計画」 



 

2. 長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

本計画の対象とする橋りょうは、以下のとおりとする。 

本計画の対象とする橋りょう数 １，１８０橋 

（２０２４年 3 月末時点） 

 

●健全性の診断の区分割合 

 
  

健全性が向上 
・Ⅲ判定が減少 
・Ⅰ判定が増加 

1 巡目（2014〜2018 年度） ２巡目（2019〜2023 年度） 

461橋, 39%

591橋, 50%

119橋, 10% 6橋, 1%

1巡目

点検結果

1,177橋

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

551橋, 47%

585橋, 49%

49橋, 4% 3橋, 0%

2巡目

点検結果

1,188橋

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ



 

3. ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

橋りょう維持管理費用の平準化・縮減を図り、安全性・信頼性を確保する。 

①点  検︓統一的な基準により、5 年に 1 度、近接目視を実施 

②診 断︓統一的な尺度で健全性の診断の区分を設定し、診断を実施 

③措 置︓点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施 

④記 録︓点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）す

るとともに本計画に反映 

①〜④のメンテナンスサイクルを不断に継続実施する。 

＊点検・診断は道路法施行規則で定められた「法定点検」とする。 

 

 
 
 
 
 
  

【目指す姿】 

「老朽化を起因とする重大事故ゼロ︕」 

「持続可能で適正な維持管理︕」 
 



 

4. 長寿命化の基本的方針 

豊田市が管理する橋りょうは、高度経済成長期に大量に建設され、今後老朽
化が急速に進行し大規模な修繕・更新費の増大や更新時期の集中が懸念される。
このため、橋りょうの維持管理は、予防保全型管理を導入し、橋りょうの長寿命
化を図ることにより、コストの平準化と縮減に取組む。予防保全の取組みは、初
期投資費用が必要なことから、すべての橋りょうに対し画一的に実施するので
はなく、橋りょうや道路の特性から優先性を考慮して選択した橋りょうに対し
て計画的に実施する。計画では、路線の重要度（道路条件、交差条件）や構造の
観点から管理区分を４つに分類し、管理区分に応じた管理水準（修繕に着手す
る水準）を下回らないような修繕を実施する。 

【橋りょうの管理区分】 
管理
区分 橋りょう数 想 定 

供用年数 適 用 条 件 管理 
方法 

管理 
水準 

1 84 橋 130 年 鉄道・国道・重要道路※1 を跨ぐ橋 
橋長 200m 以上の橋、重点構造の橋 

予防 
保全型 Ⅱ 2 105 橋 130 年 重要道路を構成する橋※2 

3 19 橋 130 年 道路を跨ぐ橋※3 

4 972 橋 
344 橋 100 年 管理区分 1〜3 に該当しない橋のうち通常構造 事後 

保全 Ⅲ 
628 橋 100 年 管理区分 1〜3 に該当しない橋のうち単純構造 

（２０２４年 3 月末時点） 
※1 重要道路︓県指定及び指定緊急輸送道路、市指定緊急啓開道路 
※2 管理区分１に該当する橋は除く 
※3 管理区分 1、２に該当する橋、及び私道・赤道（市道認定外道路）を跨ぐ橋を除く 
 

 

 

 

 

 

 

管理区分 1（重点構造）    管理区分 2（通常構造）    管理区分 3（単純構造） 

 

構造区分 構 造 区 分 の 条 件  

重点構造 矢作川と交差するトラス、アーチ、ローゼなどの特殊な橋りょう 

通常構造 重点構造以外の鋼橋及び鋼橋以外で複数径間、又は、橋長 15ｍ以上の橋りょう 

単純構造 PC 橋,RC 橋,溝橋などで、単径間かつ橋長 15m 未満の橋りょう 



 

【健全性の診断の区分】 
区 分 定 義 

Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を
講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき
状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

【「管理水準と修繕」の概念】 
■管理区分１〜3（予防保全型）     ■管理区分 4（事後保全型） 

    
 
 
 
 
 
 

 
管 理 区 分 

１〜３ ４（ 通 常 構 造 ） ４（ 単 純 構 造 ） 

管 理 方 法 予 防 保 全 型  事 後 保 全 型 

管 理 方 法 の 
考 え 方 

第三者被害や補修費増大のリスク
を最小化するため、損傷が軽微な
段階で予防的に対策を実行する 

損傷が顕在化した段階で、次回点検まで
に健全性Ⅱとなるよう対策を実行する 

修 繕 に 着 手  
す る 健 全 性  Ⅱ Ⅲ 

回 復 目 標 Ⅰ Ⅱ 

想定供用年数  １３０年 １００年 

更 新 ・ 廃 止  健全性「Ⅲ」からの回復が見込めない時点、又は、健全性「Ⅳ」と診断された
時点で利用状況等を踏まえて、廃止や更新を検討する 

第三者被害や補修費増大のリスクを最小
化するため、損傷が軽微な段階で予防的
に対策を実行する  
管理水準︓「Ⅱ」 
回復目標︓「Ⅰ」 
想定供用年数︓130 年 
  

損傷が顕在化した段階で、次回点検まで
に健全性Ⅱとなるよう対策を実行する 
管理水準︓「Ⅲ」 
回復目標︓「Ⅱ」 
想定供用年数︓100 年 
 
 



 

5. 長寿命化修繕事業による効果 

予防保全型と事後保全型を組み合わせ、修繕費と更新費のバランスを図ること
で、計画期間における費用の平準化と縮減が可能となる。 

縮減額は、点検、修繕、更新に要する費用を積上げたうえで、従来型管理と比較し
て、４０年間で約８０億円、１００年間で約３５０億円のコスト縮減が見込まれ
る。 
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400 億円 

320 億円 

2500 億円 

2150 億円 



 

6. その他 

1) 集約化等の方針 
  集約化は、今後増加する維持管理コストの縮減を目的とし、機能回復道路等

の計画により市民生活に影響を与えない橋りょうを対象として検討する。 
撤去候補の橋りょうは、定期点検の結果、健全性が「Ⅳ」と診断された場合

や、河川事業など他事業により支障となる事が判明した時点で撤去を検討する。 
【短期的な数値目標】 

期 間︓2025〜2034 年度（10 年間） 
目標値︓2 橋 
縮減額︓4,000 千円 
 

2) 新技術の活用方針 
現場状況等を考慮したうえで点検及び修繕において新技術を活用し、事業の

効率化やコスト縮減を目指す。 
【短期的な数値目標】 

期 間︓2025〜2034 年度（10 年間） 
目標値︓2 割程度 
縮減額︓6,500 千円程度 

 

7. 計画策定担当部署 

計画策定担当部署 
豊田市 建設部 道路予防保全課 TEL︓0565－31－1212（代表） 

0565－34－6683（直通） 
 



 

策定 
・２０１３年３月３１日 

 
改定（１） 
 ・２０１７年３月３１日 
  
改定（２） 
 ・２０２０年３月３１日 
  
改定（３） 
 ・２０２１年４月１日 
 
改定（４） 
 ・２０２２年３月３１日 
 
改定（５） 
 ・２０２５年５月３０日 


